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令和4年度算定基礎届について

健康保険の被保険者の実際の報酬と、すでに決定されている標準報酬
月額との間に大きな差が出ないように、７月１日現在で使用している
全ての被保険者に４月から６月に支払った賃金を、事業主の方から
「算定基礎届」によって届出していただき、毎年１回標準報酬月額を
決定します。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」によって決定された標準報酬月額は、保険料や保険給
付金の計算の基礎となりますので、正確な届出をお願いします。

愛知県情報サービス産業健康保険組合

http://www.aikenpo.or.jp
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※今回、資格取得届について、月額変更届（随時改定）について、年間平均の
取扱い、一時帰休の取扱いについては割愛させていただいております。
大変お手数ですが、先日お送りいたしました、「算定基礎届のしおり」にて
ご確認ください。



今年度の算定基礎の変更・注意点について
１．算定基礎届の提出方法について

算定基礎届の提出は、郵送または、電子申請にて受付します。

２．現物給与価額（食事）が改正されました。

食事で支払われる報酬について、新たな価額が告示されました。詳しくは「社会保険の

事務手続」の最後のページに記載されますのでご覧ください。

３．決定通知書について

届出媒体（紙、電子媒体、電子申請）の種類を問わず、標準報酬月額決定通知書は、

紙媒体にて郵送いたします。

※電子申請の場合、申請元への標準報酬月額決定通知書の配信は行いません。

４．健康保険者証の番号等の確認について

健康保険証の番号や生年月日に誤りのないように、再度ご確認をお願いたします。

５．８・９月の月額変更に該当する場合について

８月・９月の月額変更予定に該当する場合は、算定基礎届を必ず提出する必要が

ありますのでご注意ください。
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算定基礎届の提出について
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提出物

提出書類は、算定基礎届の様式により下記のとおりです。（いずれも健康保険分のみ）
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※厚生年金保険分は、別途作成のうえ、事業所本社所在地の各都道府県年金事務センター等へご提出ください。

紙様式で提出の場合 電子媒体（ＣＤ・DVD）で提出の場合 電子申請で提出の場合

１．総括表

２．算定基礎届

≪上記に加え該当者がい
る場合に必要なもの≫
３．月額変更届

１．総括表

２．電子媒体届書総括票

３．電子媒体

≪上記に加え該当者がいる場合に必要なもの
≫
４．月額変更届

１．総括表

２．算定基礎届

≪上記に加え該当者がいる場合に
必要なもの≫
３．月額変更届

※特定法人事業所は電子申請での
提出になります。



提出方法
算定基礎届の提出は、郵送にて提出をお願いします。今年度につきましては以下の通りです。

例年７月に、名古屋センタービル５階会場にて面談による算定基礎調査を実施させていただいて
いましたが、昨年度同様、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を鑑み、開催を中止させて
いただくことになりました。面談にて、算定基礎調査を予定しておりました事業所様にはご迷惑
をおかけすることとなり大変申し訳ございませんが、ご理解の程宜しくお願いいたします。
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１．事業所記号１０００～８０１０の事業所の提出方法

提出方法： 当組合へ郵送

提出期日： ７月７日（木）

※提出された届書につきましては、当組合が内容確認をいたします。不
明な点があった場合には、問い合せや、賃金台帳・出勤簿等の書類の
提出を依頼する場合がありますので、ご了承願います。



算定基礎届の書き方
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算定基礎届対象者

７月１日時点の被保険者全員が届出の対象となりますが、次の方
は除外されます。

１．本年６月１日以降の資格取得者

２．本年６月３０日以前の退職者（７月１日以前の資格喪失者）

３．本年７月に標準報酬月額が改定される（以下、月額変更）方
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算定基礎届に印字されている被保険者情報は、５月１１日までに当
組合へ提出された届出書に基づいています。

■５月１２日以降に資格取得届を提出したため、算定基礎届に印字されてい
ない場合

→算定基礎届対象となる方については、算定基礎届に追記してください。

■算定基礎届に印字されているが、６月３０日以前に退職している場合

→【備考】「５．その他」に「○月×日喪失」と記載して斜線を引いてく
ださい。
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１００ 健保 太郎 ５－５０１０１０ １ 健 ４１０千円 厚 ４１０千円 [備考]

４月 日
通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

円
現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

円 円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５その他

５月 日 円 円 円 円 円

６月 日 円 円 円 健 千円 厚 千円

記入例

６月１０日喪失



■７月に月額変更される場合
→【備考欄】の「昇（降）給」に支給月を記入し、昇給または降給を○で

囲んでください。また、「１．（７・８・９月）月額変更予定」に番号と７
月を○で囲み、斜線を引いてください。なお、別途月額変更届の提出が必要
です。

１０１ 愛知 花子 ５－５５０５０５ ２ 健 ３００千円 厚 ３００千円 【備考】

４月 日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

円 円 ４年 ９月

遡及支払額
月 円

昇（降）給
４月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予
定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５その他

５月 日 円 円 円 円 円

６月 日 円 円 円 健 千円 厚 千円

７月月額変更 記入例
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【算定基礎届の書き方】



■８月月額変更予定の場合
→【備考欄】の「昇（降）給」に支払月を記入し、昇給または降給を○

で囲んでください。また、「１．（７・８・９月）月額変更予定」に番号
と該当される月を○で囲んでください。

８月月額変更予定 記入例

１０２ 名古屋 次郎 ５－６０１２１２ １ 健 ３００千円 厚 ３００千円 【備考】

４月 ３０日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

３００，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

３００，０００円 １，０６０，７６０円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給

５ 月 昇給・降給
１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 ３１日 ３８０，３８０円 円 ３８０，３８０円 ３５３，５８６円 円

６月 ３０日 ３８０，３８０円 円 ３８０，３８０円 健 ３６０千円 厚 ３６０千円
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【算定基礎届の書き方】



支払基礎日数

４月・５月・６月の各月について、給料計算の基礎となった日数を記入します。
日給制・時間給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数です。月給制、日給月給制で
欠勤が無い場合は、出勤日数に関係なく、給料の計算期間の暦日数が支払基礎日数と
なります。

■日給・時間給・パートタイマー → 出勤日数

■月給・日給月給（欠勤がない場合） → 暦日数

愛知県情報サービス産業健康保険組合

支払基礎日数について



●通常時（欠勤がない場合）

給料の計算となった期間の【暦日数】が支払基礎日数です。

例１ 月末締め 当月２５日払い

４月 ⇒ ３０日（4/25に4/1～4/30分）
５月 ⇒ ３１日（5/25に5/1～5/31分）
６月 ⇒ ３０日（6/25に6/1～6/30分）

例２ 月末締め 翌月１０日払い

４月 ⇒ ３１日（4/10に3/1～3/31分）
５月 ⇒ ３０日（5/10に4/1～4/30分）
６月 ⇒ ３１日（6/10に5/1～5/31分）

例３ ２０日締め 当月２５日払い 例４ ２０日締め 翌月１０日払い

４月 ⇒ ３１日（4/25に3/21～4/20分）
５月 ⇒ ３０日（5/25に4/21～5/20分）
６月 ⇒ ３１日（6/25に5/21～6/20分）

４月 ⇒ ２８日（4/10に2/21～3/20分）
５月 ⇒ ３１日（5/10に3/21～4/20分）
６月 ⇒ ３０日（6/10に4/21～5/20分）
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【日給月給者の支払基礎日数】

※日給月給制・・・月給制の形をとるが、欠勤があった場合には、その日数分を計算
し給与から差し引くという賃金制度。



●欠勤控除をしている場合

算定対象期間に欠勤がある場合の支払基礎日数は、就業規則、給与規定等で欠勤控除の
計算式が定められているかで変わります。

例① 欠勤控除計算式が定められている場合

例

このような場合は分母から欠勤日数を引いた数が支払基礎日数になります。

Ａ 所定日数２０日 ５日欠勤

２０日 － ５日 ＝ １５日（支払基礎日数）

Ｂ 労働日数２２日 ５日欠勤

２２日 － ５日 ＝ １７日（支払基礎日数）

欠勤日数
基本給

＝欠勤控除 ×
２０日（所定日数）

Ａ

Ｂ 欠勤控除 ＝
基本給

その月の労働日数
× 欠勤日数

例② 就業規則、給与規定等で欠勤控除の計算式が定められていない場合

その月の暦日数から欠勤日数を引いた数が支払基礎日数になります。

例 月末締め 当月２５日払い ４月に５日欠勤

３０日 － ５日 ＝ ２５日（支払基礎日数）
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【パートタイマー（短時間就労者）の支払基礎日数】

パートタイマー等の短時間就労者の標準報酬月額の算定は、支払基礎日数によって下記の表のい
ずれかにより決定されます。

支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法

３ヶ月とも１７日以上ある ３ヶ月の報酬月額の平均により決定

１７日以上ある月が１ヶ月以上ある １７日以上ある月の平均により決定

３ヶ月とも１５日以上１７日未満 ３ヶ月の報酬月額の平均により決定

１ヶ月または２ヶ月は１５日以上１７日未満 １５日以上１７日未満の月の平均により決定

３ヶ月とも１５日未満 従前の標準報酬月額

愛知県情報サービス産業健康保険組合

①報酬月額欄は、支払基礎日数が１７日または１５日未満でも必ず記入してください。
②パートタイマーである場合は、備考の「３．パート」の番号を○で囲んでください。

※パートタイマーと時給者との違いについて
パートタイマーとは、一般の被保険者より短時間の労働条件で勤務する人（短時間就
労者）を言います。時給者とは、一般の被保険者と同じ労働時間で勤務する時間給の
方を言います。

ポイント



１０３ 中村 良子 ５－３３０３０３ ２ 健 １８０千円 厚 １８０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 ２０日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１５０，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

１５０,０００円 ２７７,５００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給

月 昇給・降給
１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 １３日 ９７，５００円 円 円 １３８,７５０円 円

６月 １７日 １２７，５００円 円 １２７,５００円 健 １４２千円 厚 １４２千円

１０４ 一宮 四郎 ５－４００１０１ １ 健 ３４０千円 厚 ３４０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 １４日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１５０，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

円 ２００,０００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給

月 昇給・降給
１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 １５日 ２００，０００円 円 ２００,０００円 ２００,０００円 円

６月 １４日 １５０，０００円 円 円 健 ２００千円 厚 ２００千円

記入例
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【パートタイマー（短時間就労者）の支払基礎日数】



●通貨によるものの額

４月・５月・６月中に、金銭で支払われた全ての報酬を記入します。記入す
る額は、税金・社会保険料等控除前の総支給額です。

「報酬」とは、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただ
し臨時に受けるものや年３回以下支給の賞与などは除かれます。

◆報酬とされるもの
基本給、諸手当（残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務
地手当、精勤手当、日・宿直手当など）、賞与（年4回以上のもの） etc…

◆報酬とされないもの
見舞金、解雇予告手当、退職金（※）、出張旅費、慶弔費 etc…
（※在職中に給与や賞与に上乗せして前払いする退職金は報酬とみなす）
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●通勤手当（定期代）等を複数月分まとめて支給している場合
→１ケ月分を計算して、４月・５月・６月の各月の報酬に加算する。

例 ４年１月に通勤費として６ヶ月分の定期代（６万円）を支給
↓

６０,０００円÷６ヶ月＝１０,０００円／１ヶ月

４月・５月・６月の各月の報酬に１０,０００円を加算する。

【算定基礎届の書き方 報酬について】



●現物によるものの額

「現物によるもの」とは、食事（給食・食券など）、住宅
（社宅、寮など）、衣服（勤務服ではないもの）または自社
製品、通勤定期券などのように、金銭以外で支給されている
ものです。（以下、現物給与）

現物給与を支給している場合、「現物給与の標準価額」に
基づき、金銭に換算して「現物によるものの額」に記入しま
す。

なお、本社管理（本社と支店が合わせて一つの適用事業所
となっていること）の適用事業所において支店に勤務する被
保険者の現物給与は、支店が所在する都道府県の価額を適用
します。

愛知県情報サービス産業健康保険組合



現物給与の標準価額（愛知県）

各都道府県の価格は、別添冊子「社会保険の事務手続」の最終頁を参照

現物給与の記入にあたって、注意点

１．被保険者から費用の一部を徴収している場合は、告示額から徴収額を差し引いた額を現物給与欄に記入する。

２．食事について
告示額の３分の２以上（愛知県の場合／1ヶ月朝食３,６００円、昼食５，２００円、夕食５,８００円、３食１４,６００円）
費用を徴収しているときは、現物による食事の供与はないものとして取り扱う為、現物給与欄は記入しない。

３．住宅で支払われる報酬について
価額の算出にあたって、
■対象となる室→茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室
■対象外の室 →玄関、台所（炊事場）、トイレ、浴室、廊下など。

また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も対象外となる。

４．住宅・食事以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とする。

５．計算の結果、端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てる。

食事 住宅 その他

区分 １日あたり １ケ月あたり

畳１畳につき
１，５６０円

時価

朝食 １８０円 ５，４００円

昼食 ２６０円 ７，８００円

夕食 ２９０円 ８，７００円

３食 ７３０円 ２１，９００円
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合 計
「通貨によるものの額」と「現物によるものの額」の合計を記入します。

支払基礎日数が17日未満の月については「合計欄」に金額を記入せず、

横線を引いてください。

平均額
4月・5月・6月に支払われた報酬月額の平均額を記入します。

平均額は、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬月額の総計を支払基礎日数が17
日以上ある月数で除して算出します。

※パートや短時間労働者の方は異なります。

修正平均額
４月～６月の間に、遡り昇給等の差額支給があった場合は、その差額を除外して算
出した「修正平均額」を記入します。
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昇給差額等の支給があり、修正平均額を記入したときは【備考欄】の「遡及支払額」に「遡及分
の支払いがあった月と遡及差額分」を記入します。

１０３ 大曽根 三郎 ５－３００３０３ １ 健 １９０千円 厚 １９０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 30日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

２３５，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

２３５，０００円 ６３５，０００円 ４年 ９月
遡及支払額

４月 ３５，０００円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 31日 ２００，０００円 円 ２００，０００円 ２１１，６６６円
修正平均額
２００，０００円

６月 30日 ２００，０００円 円 ２００，０００円 健 ２００千円 厚 ２００千円

【修正平均額の記入例】

愛知県情報サービス産業健康保険組合

◎単純平均・・・・・・635,000円÷3ケ月＝211,666円（円未満切捨て）
◎修正平均・・・・・・（635,000円－差額35,000円）÷3ケ月＝200,000円（円未満切捨て）
◎標準報酬月額・・・・２００千円
※単純平均で計算すると標準報酬月額が２２０千円となるが、修正平均を使用して２００千円になります。



【新規取得者の取り扱い】

新規取得者で給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことによ
り１ケ月分の給与が支給されない場合は、支払基礎日数が17日以上あった
としても、取得月は除いて計算し、決定されます。
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記入例

１０５ 中 一郎 ５－５００５０５ １ 健 ３００千円 厚 ３００千円
【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 １８日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１８０,０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円 合

計

１８０,０００円 ７８０,０００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他 ４月１日入社

５月 ３０日 ３００,０００円 円 ３００,０００円 ２６０,０００円 ３００,０００円

６月 ３１日 ３００,０００円 円 ３００,０００円 健 ３００千円厚 ３００千円
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４月支払を除いた合計の平均額を修正平均額欄に記入する 備考欄に資格取得日
を記入する

【新規取得者の取り扱い】

※修正平均額を記入し、備考欄の「５．その他」の（ ）内に資格取得日を記入してください。

4月30日支払（4/ 1～4/25分） 180,000円
5月31日支払（4/26～5/25分） 300,000円
6月30日支払（5/26～6/25分） 300,000円

（例）
・入社日は4月1日
・給与は2５日締め・当月末日払い



備 考 欄
次のような場合は、備考欄にその旨を記入します。

●長期でお休み（病休・育休・休職）しているとき・・・
「２．病休・育休・休職」の番号と該当するものを○で囲み、「５．その他」の（ ）内に期間
を記入

１０５ 三重 五郎 ５－３２０１２３ １ 健 ２００千円 厚 ２００千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 10日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１００，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

円 円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他 ４／１５～

５月 ０日 ０円 円 円 円 円

６月 ０日 ０円 円 円 健 ２００千円 厚 ２００千円

１０６ 岡崎 由美 ５－６００６０６ ２ 健 １５０千円 厚 １５０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 １９日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１５２，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

１５２，０００円 ４６４，０００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 １７日 １３６，０００円 円 １３６，０００円 １５４，６６６円 円

６月 ２２日 １７６，０００円 円 １７６，０００円 健 １５０千円 厚 １５０千円

●パートタイマー等、短時間就労者の場合･･･「３．パート」の番号を○で囲む
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①パートタイマー（短時間就労者）とは、一般の被保険者より短時間の労働条件で勤務
する人を言います。
②短時間労働者とは、特定適用事業所等に勤める方が、勤務時間・勤務日数について一
般の被保険者の３／４未満であり、一定の条件を満たした方が該当します。

１１０ 稲沢 知恵 ５－４０１２０１ ２ 健 １５０千円 厚 １５０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 10日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

１２０，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円 合

計

円 ３００，０００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７ ・８ ・９ ）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他 短時間労働者

５月 13日 １４０，０００円 円 １４０，０００円 １５０，０００円 円

６月 15日 １６０，０００円 円 １６０，０００円 健 １５０千円 厚 １５０千円

ポイント

●特定適用事業所等に勤務する短時間労働者（算定基礎届のしおりｐ６参照）の場合・・・
「５．その他」の番号を○で囲み、（ ）内に「短時間労働者」と記入

１０９ 津島 陽一 ５－５９０７２５ １ 健 ２２０千円 厚 ２２０千円 【備考】

支

払

基

礎

日

数

４月 20日 通
貨
に
よ
る
も
の
の
額

２３０，０００円 現
物
に
よ
る
も
の
の
額

円
合

計

２３０，０００円 ６９０，０００円 ４年 ９月
遡及支払額

月 円
昇（降）給
月 昇給・降給

１．（７・８・９）月額変更予定

２．病休・育休・休職
３．パート ４．時給者
５．その他

５月 19日 ２２０，０００円 円 ２２０，０００円 ２３０，０００円 円

６月 21日 ２４０，０００円 円 ２４０，０００円 健 ２４０千円 厚 ２４０千円

●時給者（短時間就労者でない）の場合･･･「４．時給者」の番号を○で囲む
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■標準報酬月額決定通知書の送付について
算定基礎届は当組合にて処理後、届出媒体（紙、電子媒体、電子申請）の種類
を問わず、事業所様に標準報酬月額決定通知書を紙媒体で郵送いたします。
（郵送予定：８月中旬）
※電子申請の場合、申請元への標準報酬月額決定通知書の配信は行いません。

■社会保険労務士事務所等に標準報酬月額決定通知書の送付を希望の場合
社会保険労務士事務所等に健康保険事務を委託されている事業所で、決定通知
書の送付先を社会保険労務士事務所等に希望する場合は、送付先の返信用封筒
を添付してください。添付が無い場合は原則、事業所様に決定通知書を郵送し
ます。なお、社会保険労務士事務所宛の返信用封筒を添付頂く場合、切手の貼
付は不要です。

算定事務処理を社会保険労務士事務所等に委託されている場合は、事業所様よ
り上記の内容を委託先へお伝え頂きますようお願い申し上げます。

お 知 ら せ

【組合事務所：名古屋センタービル４Ｆ】
名古屋市中区錦２－２－１３ 名古屋センタービル４Ｆ
ＴＥＬ：０５２－２２２－６５５０
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